
お知らせ
三鷹上連雀郵便局多機能端末機
サービス終了のお知らせ
　同局（上連雀9-42-24）に設置されてい
る多機能端末機は、3月31日㈮でサービ
スを終了します。マイナンバーカードや
住民基本台帳カードによる証明書の発
行は、お近くのコンビニエンスストアの
多機能端末機をご利用ください。

市民課☎29-9191

令和5年度版「食育カレンダー」を
差し上げます
　市内小学生による「農のある風景画」
や「食育標語」を掲載しています。

4月3日㈪以降の平日午前9時～午後
4時にJA東京むさし三鷹支店東棟（新川
6-35-26）へ（配布部数100部。なくなり
次第終了）

同支店☎46-2152
「避難行動要支援者名簿情報」を 
更新しました
　災害時の避難に支援が必要な方の「避
難行動要支援者名簿情報」を更新し、「三
鷹市避難行動要支援者名簿情報の提供
と支援に関する協定」を締結している関
係機関へ4～5月に名簿情報の差し替え
をご案内します。名簿情報の提供に関す
る説明会を希望する町会、自治会、マン
ション管理組合などはご連絡ください。

地域福祉課☎29-9235
道路に越境した 
樹木・私有物の設置は禁止です
　樹木、看板、段差解消ブロックなどが
道路にはみ出していると、事故や道路排
水の支障などの原因となり、所有者の責
任が問われる場合があります。私有地か
らの越境樹木は、土地所有者に所有権
があるため、原則、市では剪定（せんてい）・
伐採を行いません。道路には越境しない
よう適切な管理をお願いします。

道路管理課☎29-9705
道路で遊ぶのはやめましょう
　道路上でのボール遊びやスケートボー
ドなどは、急な飛び出しや転倒の原因と
なり、車両や歩行者との接触事故の発
生リスクが高く危険です。さらに、車両
通行の妨げや、遊び声による騒音など
の迷惑行為、住民の所有物を損傷させ
てしまうリスクもあり、近隣トラブルに
も発展しかねません。許可されている
グラウンド、公園などでマナーを守って
楽しみましょう。

道路管理課☎29-9705
J:COMチャンネルで放送中！ 

「キラリ☆みたか 再発見！」
　三鷹市シルバー人材センターのビデオ
グループ「ススメ！実年探見隊」の皆さん
が制作したテレビ番組「キラリ☆みたか 
再発見！」が、J:COMチャンネル武蔵野・
三鷹（地デジ11チャンネル）で放送されて
います。三鷹の魅力を再発見できる地域
密着型の番組をぜひご覧ください。
◆放送時間　3月31日㈮までの午後2時
～2時15分

広報メディア課☎29-9037
市内の空間放射線量測定結果
　市では、定点観測地点（6カ所）で、地
上5cm・1m地点での空間放射線量を測
定しています。3月1日に実施した測定で
は、一般的な目安（毎時0.24マイクロシー
ベルト）を超える場所はありませんでした。
詳しい測定結果は、市ホームページまた

職場の保険証（扶養家族がいる場合は
全員分）と国民健康保険の保険証、世帯
主と脱退する方のマイナンバーを確認
できる書類、届出人の本人確認書類
※郵送で手続きをする場合は、国民健
康保険異動届、脱退する方全員分の国
民健康保険の保険証と職場の保険証の
コピー。

直接または郵送で「〒181-8555保険
課」（市役所1階9番窓口）、市政窓口へ
※職場の保険証が未交付の場合は、加
入証明書類でも手続きできます。

同課☎29-9216
勤務先を退職したときは 
国民年金の手続きを
　国内に居住する20歳以上60歳未満の
方が勤務先を退職し、厚生年金の加入
者でなくなったときは、国民年金加入の
手続きが必要です。また、扶養されて
いた配偶者（第3号被保険者）も手続きが
必要です。

基礎年金番号が分かるもの、本人確
認書類、退職日が分かる証明書（離職票
など）を市民課（市役所1階3番窓口）また
は市政窓口へ

同課☎29-9190、武蔵野年金事務所
☎56-1411

4月1日からのマル子・マル青 
医療証を送付します
◆マル子医療証（義務教育就学児向け）

現在マル乳医療証をお持ちで4月から
新小学1年生となる方
◆マル青医療証（高校生年齢相当向け）

4月1日時点で高校生年齢相当の方
※3月末までに医療証が届かない場合は、
子育て支援課へお問い合わせください。
※交付される医療証の有効期間は9月
30日までです。

同課☎29-9675
公務員の児童手当について
　公務員は勤務先から児童手当が支給
されます。市内在住の公務員になる方、
または退職する方は手続きが必要です。
手続きが遅れると、支給された手当の
返還や、手当が支給されない場合があ
りますので、ご注意ください。

子育て支援課☎29-9675
移動児童館 
―小学生の居場所づくり
　地域で小学生向けの遊びの広場を開
催します。

3月24日㈮午後2時～4時30分
小学生
牟礼コミュニティセンター
当日会場へ
東多世代交流センター☎44-2150

は市公式ツイッターからご覧ください。
環境政策課☎29-9612

税　金
地方税共通納税システムを 
ご利用ください
　自宅や職場のパソコンで都道府県、
市区町村へ電子納税ができる仕組みで
す。詳しくはeLTAXホームページ
https://www.eltax.lta.go.jp/をご覧く
ださい。
◆納付できる市税　法人市民税、事業所
税、個人住民税（特別徴収分、退職所得分）

eLTAXヘルプデスク☎0570-081459 
（平日午前9時～午後5時）
消費税のインボイス制度説明会

3月23日㈭午前10時～11時、29日㈬
午後2時～3時

各日30人
武蔵野法人会館（武蔵野市中町2-11-

13）
事前に武蔵野税務署☎53-1311へ

（先着制）
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月3日㈪～5月31日㈬午前8時30分
～午後5時

市内に所在する土地・家屋の固定資
産税の納税者

本人確認書類（代理人の場合は納税者
の委任状と代理人の本人確認書類）を資
産税課（市役所2階28番窓口）へ

同課☎29-9197

国民健康保険税・後期高齢者医療
保険料の年金からの引き落としを
口座振替に変更できます

通帳またはキャッシュカードと届出印、
保険証を納税課（市役所2階24番窓口）へ
※6月の年金引き落とし分から変更した
い方は、3月29日㈬までに申請してくだ
さい。

同課☎29-9218
国民健康保険税 
仮徴収額決定通知書を発送します
　世帯主を含むすべての加入者が65～
74歳の世帯の国民健康保険税は、原則
として年金からの特別徴収となっていま
す。4月以降も引き続き年金からの特別
徴収となる世帯へ、3月20日㈪に仮徴
収額決定通知書を送ります。

保険課☎29-9216
職場の健康保険に加入したときは
　国民健康保険の加入者が新たに職場
の健康保険に加入した場合は、国民健
康保険脱退の手続きをしてください。

◆ジュニア部門（入選）
　ポテサラさん「ポキ発見☆」

※�同コンテストホー
ムページ（右記Q�
Rコード）で入賞作
品を公開中。
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あて先は
各記事の申込先へ
住所の記載がないものは
〒181-8555
 三鷹市役所○○課へ
往復はがきの場合は
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	１.�行事・事業名（希望日・コー� ス・回）
２.�郵便番号・住所
３.�氏名（ふりがな）
４.�年齢（学年）
５.�連絡先（電話番号・�ファク
� ス番号・メールアドレス）
６.�そのほか必要事項（保育・
� 手話希望の有無など）

申し込み記入例主催者
日時・期間
対象・定員
場所・会場　 講師　
費用（記載のないものは無料）
持ち物
申込方法　 問い合わせ
保育あり
手話または要約筆記あり

　　（下欄※参照）
市外局番「0422」は省略。


